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（株）阪確サポート

■新規物件に係る技術審査  消費税10％込み  金額単位：円

  区    分      審査料金   備   考
⼾ 建 住 宅

 （200㎡以内程度）

 新規物件に係る技術審査の半額とします。
■⼾建住宅（200㎡を超える）及び共同住宅等についての料金
  規模、⼾数等により別途⾒積り致します。

■変更に係る技術的審査

低炭素建築等計画（住宅）に係る技術審査料金表

40,700


